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ABSTRACT

「
1h`o long‐term wear test 6or thc wak)h approvcct by “てテapall Clock&Watch Associatlon s Stan〔 la r(1

JC VヽA‐008 Anti metal allergy watthes― Ciassillcation and l)orlormancc"  was(lone to ツ 5

p:ェrticipをlnts alicrgi(!to thc gold an(l th()nick()l or cobュi(

And no nllorgic rcactions were ttlund iIIャ11l participants

要旨

「Ff金属アレルギー携帯時計に関する種類及び性能規約(JCWA‐008)」に貞」つたlllニツケルアレル

ギーウォッチを,パ ッチテストにて金が賜性であつて,か つニッケルまたはヨバル トも陽
1性である志

願者 25名 に対 して長期装着試験を行つたが全員,皮 膚に異常をきたさなかった.ま た金処理された

時計を装着した志願者にも異常は認めなかった

1.は じめに

エッケル,コ バル ト及びクロムは日常生活に於いて接触する機会の多い金属であり,そ の感作陽性

率は高いとされている。

この度,こ れらの金属を皮膚接触部位から除去した腕時計の長期装着試験を社団法人日本時計協会

より依頼されて実施したので井子の考察を加えて結果を報告する

2.対 象及び方法

我々は所謂ビアス皮膚炎を主訴とし来院した忠者に対して,金 属アレルギ
ーの布無を確認するため

に
ア
1a`bに 1に示した 15金属 17試業を用いてパツチテストを行つている。試楽がワセリン基剤のも



のは半米粒大,水 溶激のものは 1滴 をバッチテス ト絆創富 (ミニブラスタ
ー・鳥居薬品)に イ(1若させ

て(「ig l),前腕または上腕の忠者が視認できる部位に 24時 間貼付して,7日 後に全画紅斑または,

それ以上を示したものを陽性と診断している(Figり。金に関しては 3種 類の試薬で試験を行つてマヽ

るが,い ずれか 1種類でも全面紅斑を示すと陽性と診BFlしてぃる

Table,l Reagent of patch test for Eletal allergy

金属名 試薬名 販社 濃度 基剤

アル ミニウム 塩化アル ミニウム 鳥居薬品 2.0% 精製水

イ リジウム 四塩化イリジウム 鳥居薬品 1,0% 精製水

インジウム 二塩化インジウム 鳥居薬品 1 . 0 % 精製水

コバルト 塩化コバルト 鳥居薬品 2.0% 精製水

ニッケル 硫酸ニッケル 烏居薬品 5.0% 精製水

クロム 硫酸クロム 烏居薬品 2 0% 精製水

ス ズ 塩化第ニスズ 鳥居薬品 1 . 0 % 結製水

パラジウム 塩化パラジウム 鳥店薬品 1.0% 精製水
プラチナ 塩化白金酸 鳥居薬品 0.5% 精製水

亜鉛 塩化亜鉛 鳥居薬品 2 0% 白色ワセリン

マンガン 塩化マンガン 鳥居薬品 2 0% 自色ワセリン

鉄 塩化第二鉄 鳥居薬品 2.0% 精製水

銅 硫酸銅 鳥居薬品 1 0 % 精製水

銀 臭化銀 烏居薬品 2.0% 白色ワセ リン

金 テ トラクロロ金酸 烏居薬品 0.2% 精製水

金 金チオリンゴ酸ナトリウム 塙野義製薬 0.5% 精製水

金 チオ硫酸金ナ トリウム ヘルマル(独) 0.25% 白色ワセ リン

Pig.l Preparation for patch test



金が陽性であつて,か つニツケルまたはコ

バル トも陽性である通院中の忠者に対して腕

時計の試験装着者を募った.試 験装着者の条

件としては装着開始の時点で腕時計装着部位

(手高)の 皮膚に金属アレルギ
ーによる皮膚

炎がなく,提 供する腕時計のみを 1日 8時 間

以上装着し,か つ 3ケ 月以上連続して装着可

能であることとした。

腕時計は,セ イコ
ー,カ シオ計算機,オ リ

エント時計及びシチズン時計の 4社 から支給

された合計 25個 で,本 体叉はバンドの素材

及び表面処理にニッケル,コ バル ト及びクロ

ムは使用されていない.カ シオ計算機を除く

セイコー,オ リエント時計及びシチズン時計

の 3社 の腕時計には金を含む表lul処理が施さ

れていたlTable 2).

1997年 9月 6日 より順次装着を開始し,9

月中に 17人 ,10月 中に 7人 が開始した.金

属製バンドのサイズ変更のために 1人 が 11月

10日 まで開始できなかつた。

Fig 2 Positive casc of patch ttst

Table 2 コ esttd wrist waもchcs

モデルメーカ (株 )セイコー カシオ計算機 オリエント時計 シチズン時計

テス ト数・性別 5例 ・女性 5 例 。女性 5例 ・女性 10例 女性

本体の素材/

表面処理

Bs/
Cu―Sn+Au―Feメッキ

Ti合金/
なし

Bs/

Cu―SnlAu―Feメッキ

Bs/

Cu―SnttAu―Feメッキ

バンドの素材/

表画処理

革製/
なし

Ti合金/
なし

革製/
なし

Bs/
Cu―SnttAu―Feメッキ

外観



3.結 果

来院の度毎に局所の皮膚を観察し与えられた時計のみを 1日 8時 間以上装着しているかをl lt認し

たが,l17L落者はなく皮膚に異常をきたした者はいなかった

また,1998年 3月 中旬に志願者全員に電話による聞き取り調査を行い,脱 落者がないことを確18

した。

セイコーの製品を装着したのは 5名 で,最 短 193日で最長 203日 であつた カ シオ計算機の製 il

を装若 したのは 5名で,最短 179日で最長 183日,オ リエント時計の製品は 5名が装活し,最短 lT9

日で最支 207日 問,シ チズン時計の製品では 10名が装着し,最 短 154日で最長 199[1は1であつた

ことになる(Tablt1 3).志願者全員がこの装着期間中に皮膚に異常はなかったと回答した

Table 3 2 5 applicallts

症例 1生局」 年齢 感作金属 装着期間

セイコー 女性 19 Au,Ni 97/09/10-98/()3/11(183日 )

セイコー 女性 28 Au,CO!Zn)ヽ ln 97709/13-98/03/12(181 日 )

セイコー 女性
つ
々
つ
ち Au― Co,Pt 97709/14-98/()3/11(179日 )

セイコー 女性 19 Au〕 Coi FO 97/09/19ヽ V98703/12(175日 )

セイコー 女性 24 Au,CO,Ni 97/09/2tl-98/03/12(174日 )

カシオ計算機 女性
ｋ
け
０
“ Au,Ni,P(1,Coi Fe 97/()9/30-98/03/12(164日 )

カシオ計算機 女性 23 Au,Nii Coi Fe 97/09/30ヽウ98/03/11(163日 )

カシオ計算機 女性 20 Au Ni 97/09/8()-98/03/12(164日 )

カシオ計算機 女性 18 Au CO 97/10/04-98/08/12(160日 )

カシオ計算機 女性 19 Au,Co 97/09/80-98/03/11(163日 )

オリエント時計 女性 38 Au Co 97/09/06-98/03/11(187日 )

オリエント時計 女性 30 A u r  N i , P i 97'09/16-98/03/12(178日 )

オリエント時計 女性 36 Au,Ni,Fe,Cu 97/09/16-98/03/12(178日 )

オリエント時計 女性 69 Au Ni 97/09/27‐98/03/11(166日 )

オリエント時計 女性
う
ん Au,Ni 97/10/04-98/03/12(160日 )

シテズン時計 女性 19 Au,COI Ni 97'09/14-98/03/11(179日 )

シテズン時計 女性 16 Au、 Ni,Cu 97709/16-98/03/12(178日 )

シチズン時計 女性 23 Au Ni 97/09/18-98/03/12(176日 )

シテズン時計 女性
，
イ
つ
と Au CO 97/09/19-98/03/11(174日 )

シチズン時計 女性
つ
０ Au Ni 97110/18-98/03/12(146日 )

シテズン時計 女性 20 Au,Ni 97/10/27～ 98/03/11(136日 )

シテズン時計 女性 19 Au Ni Co 97/10/21-98/03/12(143日 )

シテズン時計 女性 24 Au Ni,CO 97/11'20-987()3/12(113日 )

シチズン時計 女性
，Ｄつ０ Au,Co 97/09/27-98/03/11(166日 )

シチズン時計 女性 28 Aui Co,Zn 97110/29-98/()3/12(1!〕 5日 )

4.考 案

Fig 3は典型的な時言|バンド皮膚炎で,バツチテストを行つた結果,原因金属はニツケルと判明し

た.こ のようにニッケルは感作力が強いので金属アレルギーの原因金属 として占くから江日されてい



る

I]ig3 rl予r〕iCal ca艶ol・wrist wak,h

さらに,近 年ピアス式イヤリング (以下,ピ アス)の 普及で金属アレルギ
ーに対する関サいも増加 し

ている.ビ アスをする人が増えれば,そ れによるトラブルに悩まされる人も増えるわけで,我 々の施

設にもこのようなピアスでかぶれたり化腱したりという症例が増力||している

このような)た夕1には,単に傷[|が感染 して化膿 しただけなのか,あるいは金属アレルギ
ーがあつて,

そのために 2次 的に炎症を起こしたのかを確認するためにバッチテストを原則的に施行している.

もし金属アレルギーがあれば,一 取治つても再びその金属をつけると再発するわけであり,ア レル

ギーがあることを忠者が認識していることが再発 予防に重要だからである。

ところで,厚 生省は昭和 54年 から「家庭用品に係わる健康被讐病院モニタ
ー報告」というものと毎

年行つていて,皮 膚科領域では」H4査開始以来,洗 剤かぶれが 1イtを続けてきたが,平 成 3年 度
)に

はじめて装身具が洗剤を抜いて 1位になつた

それに呼応してメーカー側はアレルギー対応商品を開発する気運が高まり,日 本時計協会は 1995

年に 「耐金属アレルギー携帯時計に関する種類及び性能規約(JCN式‐()08‐1995)」を制定 している

規約では,皮 lS‐にi安触する部分からのエッケル溶出が,lcm 2あたり,1週 に」で 025μ宮以 ドの素

材で構成されているものをmllニッケルアレルギ
ーウォッチと規定している.今 回金属アレルギー陽性

者に対して本規約にH」つた腕時計の装着試験を行つた結果,志 願者全員に典常を認めなかった ニ ッ

ケルを除去した腕時吉|をニッケルアレルギーのある人がつけてもかぶれないのという結果は当然とい

えば当然であり学術的にはそれほど興味深いものではない

今卜Jの試験で特筆すべきは,金 アレルギ
ーがある人が命の時計をしてかぶれなかつたという:II実で



ある.実 は金アレルギーの実態はまだ医学的にも解明が不十分で,著 者自身も,金 は塩酸にも硫酸に

も洛けない非常に安定した金属であるので永遠の生命の象徴であると義務教育で習つたことを党えて

いる 金 がアレルギーを起こすためには体内で溶けてイオン化する必要があるわけで,本 当に金は
[E

水にしかとけないのであればアレルギーを起こすことはないはずである。それを確かめるために次の

ような簡単な実験を行つた す なわち,人 由来血漿製材に大量の金製ヒアスを沈漬させてばig 4),

一定期間の後に溶出金の定性 したのである こ の試験では 5週 間日から金が検!||されたが,沈 漬さ

せた量を正確に測定していないので定量には意味がないが,と もかく金は体液に洛出することは確認

された`

この実験を行つた 1991年 4月 に,当 院を受診して金陽性と診断された 69例 について 11皮化 して

いない孔にビアスを L装着していた期間を調査したところ,64例 が調子の悪いピアヌ孔に ]ヶ 月以

L投着 していたと回答 したlTable 4)従来は安全と言われてきた金にもアレルギ
ーが起きるのでiら

れば,ニ ッケルだけでなく,日 常生活で接触する機会のある金属全般についてアレルギ
ーの頻度をl13

査する必要があると考えて,ニ ッケル ・コバル ト'金 ・銀など日常生活で接触する機会の多い 15種

類について検査を行い既に報告
2)してぃる 過 去に一度もピアスをしたことのない 1872人としアス

をしたことのある 1655人が校査を受け,結 果は全ての金属でビアス経験者の陽性率が末経験ヤの陽

性率を上回つており,未 経験者の 10%,経 験者の 20%が 何らかの金属アレルギ
ーであつた.陽 性卒

が最も高かつたのはコバル ト,次 いでニツケルであつた。米経験者の金の陽性率は僅かに 06%で あ

つたのに対して経験者ではニツケルと並ぶ 6%で あつたのが日を引いた(Tablc 5).

Fig 4 Gold roloasing testill huIIlaII Plasma



rrabI0 4  UIlepithelized pierced holo and gold allergy

期間 1月未満 2月未満 3月 未満 6月 未満 1年未満 1年以上

例数 0/69 2/69 3/69 21/69 17/60 26/(S9

-19914

ヨン`ルト

ニッケル

金

スズ

インジウム

パラジウム

!   車
船

|  ク ロム

i    鉄

|アルミニウム

|  ブ ラチナ

Table 5 Rates of metal a‖ ergy | ロピアスネ経験者  ロピアス経砿者J

900%   1000%

イリジウム

マンガン

銀

000%

金属アレルキとの原度

■

Fig 5  DerIIlatltis caused by riIIg



とアスをしている人の||‖で,金アレルギ
ーは午、'に珍しいものではないということである 実際,我々

が経験した金陽性者はすでに 1000例を超えるが,金の指輪でかぶれると訴えた人は 2名 のみである

Fig 5はその 1例 であるが,相 当きつく上つ長ナ胡問指輪をしていて皮膚炎が発4としたようであり,ゆ

つたりと着ける金の腕時計ではかぶれないとのことである.金 のビアスではかぶれても他の装飾品で

はかぶれなというのが金アレルギーの特徴である.ビ アスから洛出した金イオンは随弱なビアス孔か

らは身体内に入リアレルギー反応を引き起こすが,腕 時計から溶出した金イオンは健持な皮膚バリア

を通過できないために皮膚炎を発症しないと推測される.

5,終 わりに

金属アレルギーに関心が高まる中,ニ ツケルを規制することが金属アレルギ
ー対策であるような風

潮が見受けられる.最 も頻度の高いコバル トに対する対策は聞かれないし,セ メントに含まれるクロ

ムの話も聞かない.

本文ではピアスの流行に伴つて金アレルギ
ーが増加していることを示したが,そ れを捉えて無制限

に金を規制する必要はないことも併せて示した。

今後は金属アレルギー対策も製品カテゴリー別,使 用目的別といつたふうに細かく町3慮しなければ

かえつて混乱を増すばかりで消費者の利益にならないと考える.

本文の要旨は 1999秋李マイクロメカトロエクス学術議演会にて発表した.
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